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地域包括ケア推進シンポジウム 第Ⅱ部

～地域包括ケアの推進とその人材確保について～
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「地域包括ケアシステム」の構築に重点的
に取組むための担当組織の新設

★ 高齢者福祉や介護保険を担当している高齢社会課内に
「地域包括ケア推進室」を新設。（Ｈ２７．４．１～）

地域包括ケア推進室

地域支援係 医療介護連携係

認知症施策等の政策立案・
地域支援事業・高齢者福祉
サービスを担当

在宅医療・介護連携の推進担当
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内 容

• 第6期鳥取市介護保険事業計画の重点取組事項

• 認知症地域支援推進員について

• 生活支援コーディネーターについて

• 在宅医療・介護連携推進事業による、多職種での
地域包括ケアの推進と質の向上
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第6期鳥取市介護保険事業計画

～ 地域包括ケアシステム構築のための
重点取組事項 ～

• 「在宅医療・介護連携の推進」

• 「認知症施策の推進」

• 「生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」

• 「高齢者の生活を支える住まいとサービスの確保」
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認知症施策

厚生労働省資料より5 6
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生活支援サービス

厚生労働省資料より8

厚生労働省資料より9

（平成２７年度）

• 第１層（市域）協議体の設置 Ｈ２７．１０．２３

• 第1層生活支援コーディネーターの配置

Ｈ２７年度中に配置の予定

（次年度以降）

• 第2層（日常生活圏域：中学校区）の協議体

可能な地域から順次取り組み支援

• 第２層生活支援コーディネーターの養成研修の実施
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在宅医療・介護連携推進事業

厚生労働省資料より11 厚生労働省資料より12



鳥取市をはじめとする東部地域での体制構築にあたって

● 東部１市４町での体制構築の必要性

１．医療圏と医師会の範囲が東部行政（１市４町）で一致する。（消防も）
２．急性期医療（鳥取市内の病院が中心）の入退院時から連携する必要がある。
３．在宅医のバックアップや在宅患者急変時の後方支援、２４時間体制の構築等は、
単独市町では困難である。

４．医療資源の地域間格差があるため、圏域全体で考えていく必要がある。
５．医療圏全体で統一した事業の推進は、行政側、医療側ともに、効果的・効率的
である。

● 東部医師会との連携について

１．医師会への委託事業と行政実施事業の連携（縦割り）ではなく、推進事業の８項
目は相互にかかわりが深く、一体的な取り組みの方が効果的・効率的である。

２． ８項目すべてを担当する「東部地域の在宅医療・介護連携推進室」の設置が
望ましい。

３．上記推進室は、行政職員が主体となり医師会の専任職員（看護師・ＭＳＷ等）と
協働で運営する。（同じ事務所で業務を行う。）

４．財源は、各市町の負担とする。（医師会の費用負担なし）
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【 国の示す連携イメージ 】

・市町村は、在宅に取り組む部署を整備し、担当者を複数
配置する（当面の異動を避ける）
・地区医師会等と連携し取り組む（委託可能）
・介護保険の地域支援事業とし、在宅医療・介護連携推進事
業８項目を実施する
・在宅医療・介護連携支援センター（医師会等委託）は、看護
師・MSW等を配置し、医療・介護関係者や地域包括からの
相談受付や支援を行う

○ 医師会主体モデル
・鶴岡地区医師会 在宅医療連携拠点事業室 「ほたる」
・東広島地区医師会 地域連携室 「あざれあ」
・徳島市医師会 在宅医療支援センター （H26.4～）

※ いずれも病院・訪問看護・訪問介護などの事業を実施している医師会

○ 市町村主体モデル
・須坂市 地域医療福祉ネットワーク推進室
・須坂市、小布施町、高山村の３市町村連携（医師会のエリア）
・須高医師会内に事務室を設置し、医師会と連携

参考としたこれまでの国のモデル事業等
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地域包括
支援センター

東部医師会

市町の直営

東部圏域１市４町の行政連携

◆ 国が示す、在宅医療・介護連携推進事業の８項目を実施
◆ 行政職員と医師会職員（看護師・MSW等）が協同して業務を執行
※ 事業運営費と医師会職員費を委託費として１市４町が負担

連携

支援

相談

連 携

看護師等専門職の参画
センター運営への参画

【 東部地域の事業方針 】

・行政は、東部医療圏の１市４町が連携し共同実施（医師会エリアも東部）
・国のモデル事業を参考にし、鳥取県東部地域の実情にあった、全国に例の
ない新しい連携推進体制を構築
・東部医師会在宅医療介護連携推進室を設置し、行政職員と東部医師会の
専門職員が協働で事業を実施

※須坂のように行政連携し、連携推進室を設置。運営は行政と医師会（専門職）が連携・協同
※医療圏で統一行動。介護等事業のない医師会も行政が主体となることで連携がしやすい。

東部医師会 在宅医療介護連携推進室

【東部地域の連携イメージ 】 ○ 地方都市モデル
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「東部地区 在宅医療介護連携推進協議会」 の立ち上げ

厚生労働省が示した、在宅医療介護連携推進事業８項目を検討する
「東部地区在宅医療介護連携推進協議会」を設置。 （Ｈ２７．２．２３）

※ 医療・介護の関係職種、社協、行政より委員３３名

厚生労働省資料より
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協議会ワーキンググループでの検討

「東部地区在宅医療介護連携推進協議会」 ・・・ 全体会議
「ワーキンググループ」 ・・・ ８項目別の実務担当者レベルでの検討

Ｈ２７年度は、●の５項目についてワーキンググループを設置。

厚生労働省資料より
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（カ）医療・介護関係者の研修
・多職種参加のグループワーク等で連携を深める（顔の見える関係）
・介護職向けの医療関連研修（医療知識の習得）

◆ 地域の医療・介護関係者のスキルアップ （地域力の向上）

（キ）地域住民への普及啓発
・人口減、少子高齢化の実態から、医療・介護の現状や仕組みを啓発
・終末期ケアの在り方や在宅での看取りについての理解

◆ 制度についての理解 （地域住民もスキルアップ）

● 本人・家族の選択と心構え ●

いのちの長さか ・・・・・
生活の質の豊かさか ・・・・・
自宅か、施設か、有料か ・・・・・
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